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都道府県医師会

感染症危機管理担当理事

 「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(商品名:エンセバック皮下注用)
 の定期の予防接種における使用」および「日本脳炎に係る定期の予
 防接種者数の把握についての一部改正」について

殿

 日本脳炎の予防接種につきましては、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(商品
 瑠:ジェービックV)が予防接種実施規則に定める乾燥細胞培養日本脳炎ワク
 チンとして使用されているところですが、新たに平成23年1月 17日に化学
 及血清療法研究所の乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(商品名:エンセバック皮
 下注用)が薬事承認を受けたことにより、当該ワクチンも第1期及び第2期の
 予防接種として使用されることとなりました。

 また、これに伴い「日本脳炎に係る定期の予防接種者数の把握について」も
 別添のとおり改正されました。

 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下
 郡市区医師会、関係医療機関等に対する周知方について、ご高配の程よろしく
 お願い申し上げます。

 (地Ⅲ21り

 平成2 3年3月 7 日

日本医師会感染症危機管理対策室長

 保坂シゲリ

 ゞ dゞノ/

i



社団法人日本医師会

感染症危機管理対策室長
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 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(商品名:エンセバツク@皮下注用)の
 定期の予防接種における使用について

 予防接種行政に関しまし.ては、日頃,より御理解、御協力いただき厚く御礼申しあげます。
 さて、日.本脳炎の予防接種については、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(商品名.ジェ

 ービックV@)が予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第 27号)に定める乾燥細胞培養
 日本脳炎ワクチンとして使用されているところでありますが、新たに、平成23年1月 17
 日に一般財団法人化学及血清療法研究所の乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(商品名:エン

 セバツク@皮下注用)が薬事承認されたことを受け、今後供給される当該ワクチンも予防
 接種実施規則に定める乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの第1期及び第2期の予防接種とし
 て使用されることとなります。二れに伴い、別添(写)のとおり各都道府県衛生主管部(局)
 長あて通知いたしましたので、お知らせいたします。

 つきましては、予防接種実施医療機関における接種が円滑に実施されるようぉ願いする
 とともに、併せて市町村ヘの副反応の報告につきましても、貴会所属医療機関に対して周
 知方よろしくお願いいたします。
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 各都道府県衛生主管部(局)長殿
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 乾燥細胞培養白本,脳炎ワク'チン.(商品名,:エンゼノ・{ツク@皮下注用)の
 定期の予防接種における使用につぃて

 日本脳.炎の予防接種については、.乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンく商品名.ジェービッ
 クV四)カヌ予防接種実施規則(昭.和33年厚生省.令第・21'号)に定める乾燥細胞培養日本脳
 炎ワ.ケチンとして使用され'ている.と.ころである.が、新た,に、平成.23.年1・月 17 白仁・一般財

 団法人.化.学及血清療法研究所の乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(商品名:エンセバック.
 皮下注用.)、が薬事・承認.されたこと・を受け、・今後供給される当該ワクチンも予.防接種実施規
 則に.定める乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの第,1期及び第2期の予防接種とLて使用され
 ることとなる。

 当該ワクチンは、・,とれまでの使用症例数力眼死存のワクチンと比較して少ないことから、
 接種に当たっ.ては、"副反応にっいて十分に留意するとどもにイ.「定期の予防接種の実施にっ
 いて」(平成力年1.月力日付健発第0127005号厚生労働省健康局長通矢畍,の別紙'「定期(ー

 '類疾病)・の予防接種実施要f動に基づいて、副反応の報告が遺漏なく行われるよう、'管下
 市町村(保健所を設置する市及び特別区を含む。)及び関係機関に対し周知願いたい。

 なお、本件については、別添写Lのとおり、社団法入日本医師会感染症危機管理対策室
 長あて協力依頼をしているので申し添える。
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 エンセバック@皮下注用の承認と供給計画等にっいて

 開発の経緯

 '平成 10年 11月

 ・,平成 13 年.6 月~12 月

 ・平成,15 年2 月~16'年 8 月

 ・'平成 17・年 5 月

 ・平成18年2月

 ・平成20年6月~21'年5月

 ・、平成21年U月

 ・平成22年10月

 ・平成22年U月

 '平成22.年12月

 ・,平成23 年 1月 17 日

 平成23 年2月 21 日
 一般財団法,人化学及血.清療法研究所

 日本脳炎に関する小委員会資料

 本剤の開発に着手

 第1相臨床試験

 第Ⅲ相臨床試験

製造販売承認申請

継続審議決定

 第Ⅲ相追加臨床試験

 製造販売承認申請書の差換え提出

総合機構審査専門協議

 薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会審議

 薬事・食品衛生審議会薬事分科会.報告

承認

 <承認条件>

 本剤はゞ製造販売後、可及的速やかに重篤な副反応に関するデータを収集し、

 段階的に評価を行うとともに、その結果を踏まえ、本剤の適正使用に必要な措置を

 講じること。

 1/フ



 2.・製品概要

 本剤は、日本脳炎ウィルス(北京株)をVer0ネ朋包(アフりカミドリザル腎細胞由来の株化細

 胞)で増殖させ、'得られたウィルスをホルマリンで不活化後、しょ糖密度勾配遠心及びクロマ

 トグラフィーで精製し、'安定剤を加え充填した後ゞ凍結乾燥したものである。

販 立

 平成23年2月 21 日
一般財団法人化学及血清療法研究所

名

名

 エンセバック@皮下注用佃NCEVAC)

 効.H且.'幼果

 生物学的製剤基準乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

 用1法.、用・量

 本郵Hバイアルを添付の溶剤(日本薬局方注射用氷)0.7mLで溶解した
 とき、0.5 mLあたりに有玄力成分である不活化日本脳炎ウイルス(北京株)
 を、たん白質含量として4μg、力価としで参照品と同等以上含有する。
 本剤は、日本脳炎の予防に使用する。

 本剤を添付の溶剤(日本薬局方注射用水)0.7mLで溶解する。
 ◎初回免疫:通常、0.5mLずつを2回、1~4週間の間隔で皮下に注射

 する。ただし、'3歳未満の者には、0.25mLずっを同様の用
 法で注射する。

 ◎追加免疫.:通常、初回免疫後おおむね1年を経過した時期に、0.5mL
 を 1 回皮下に注射する。ただし、3 歳未満の者には、0.25
 mLを同様の用法で注射する。

貝丁

 有・効ブ.期・間

 規、佑小区分

 製造.販売.元

法

販

 遮光して、10゜C以下に保存

 製造日から2年

 生物由来製品、劇薬、処方せん医薬品

 「般財団法人化学及血清療法研究所
 アステラス製薬株式会社

 成"分'・'含量

 2/フ

荒



 <臨床成績(第Ⅲ相追加臨床試験 4μg/dose接種)>

 生後6月以上,g0月未満の健康小児 163例(男児認例、女児75伊Dを対象として、日

 本脳炎ワクチンの第 1期予防接種スケジュールに準じて臨床試験を実施した。臨床試験

 の概要は次のとおりである。

 本剤の3・回接種後の中和抗体陽転率を主要評価項目とし、抗体陽転は接種前中和抗

 体価(10翫。)が陰性a 未満)力喝陽性(1以上)になった場合とした'有効性評価対象例数

 は 143 例であり、抗体陽転率は 100..0%、接種後平均中和抗体価(10&。)は、3.866であっ

 た。なお、2回接種では抗体陽転率は100.0%、.接種後平均中和抗体価(1り&。)は2,575で

 あった。

 臨床試験における全観察期間中の副反応発現率っいては、下表に示じたとおりである。

 発現率肌以上の副反応としては、注射部位紅斑、注射部位腫脹、発疹、咳嫩、'鼻漏及び

 発熱がみられたが、いずれも重篤な副反応は認められなかった。

 腹痛、下痢沌匝吐、食欲不振

 平成23年2月 21日
一般財団法人化学及血清療法研究所

発現部位

局所反応

 (注射部位)

異常感

皮膚

精神神経

 呼吸器'、

 注射部位紅斑、

注射部位腫脹

馴以上

消化器

発疹

 その他

 咳嫩;鼻漏

 注射部位内出血、注射部位硬結、

 注射部位瘻痛、注射部位そう庠感

発熱

 紅斑、そう庠症、慈麻疹

 0,1~訊未満

 頭痛、気分変化

 発声障害、鼻出血、鼻閉、咽喉頭疹痛、
 くしゃみ、・喘鳴、咽喉紅斑

 3/'フ



 3.今後の計画

 ①製造販売後調査等

 D製造販売後調査

調査

 調査の目的

調査症例数

 平成23年2月 21日
 フ一般財団法人化学及血清療法研究所

 使用実態下における本剤の初
 回免疫a 回目、2 回目接種)で
 の安全性に関する情報を把握
する

調査対象者

使用成績調査

 3,000症例
 本剤の初回免疫を受ける者

 調査の方法
→J

 是美金示:
接種

 観察:

中央登録方式
 初回免疫Q 回目之回
 目接種)の2回
 接種後4週間(ただし、、2
 回目接種が 4週以内に
 行われた場合には、1回
 目接種後の観察期間
 は池"回目接種の前日ま
 で)

調査予定期間

 本剤の第 1 期追加接種(3 回
 助並びに第2期及びそれ以降
 の追加接種の安全性に関する
 情報を把握する

特定使用成績調査

 業務の÷部を委託

 3,000 症例
 第 1期追加接種(3 回勵並び
 に第2期及びそれ以降の追加
 接種を受ける者

 5年

 特定使用成績調査の接種期ごとの目標症例数

 1,.受託者
 アステラス製薬株式会社

 2.委託業務の範囲
 医療機関ヘの調査の依頼・契約
 調査票等の調査書類の回収
再調査

 登録:中央登録方式
 接種:'追加接種1回

 観察:接種後4週間

接種期

 1'期追加接種

 2期ミ助n接種

 下線:過去の日本脳炎ワクチン接種歴

 第 1・期fl・回、.2回

 *第2期及びそれ以降の追加接種

 8年

細胞培養由来他剤
本剤

 マウス脳由来製剤

 第'1 期追加

細胞培養由来他剤

 1,000 症例

 マウス脳由来製剤

本剤

 250 症例
 250 症例

 第2期以降追加、

 4/、フ

 1,000 症例
 250 症例
 250 症例



 2)市販直後調査

 市販直後調査の
目的

 市販直後調査の
実施期間

 予定tる医療機関数
 (種類別)

 販売開始直後において、医療機関に対し確実な情報提供、注意
 喚起等を行い、適正使用に関する理解を促すとともに、重篤な副
 反応及び感染症の情報を迅速に収集じ、必要な安全対策を実
 施することにより、副反応等の被害を最小限にすることを主な目
 的とする。

 500軒
 4,500 軒

 市販直後調査の
方法

 平成23年2月 21 日
一般財団法人化学及血清療法研究所

 業務.の÷」部を委.託

 5/、フ

 平成23年4月Ⅱ日~平成器年10月 31日

 1.受託者
 アステラス製薬株式会社

 2,委託業務の範囲
 市販直後調査の実施(説明・協力・りマインド)
 市販直後調査の実施状況報告
 市販直後調査の医療機関等ヘのフィードバック

 病院:
診療所

 1.注意喚起の方法
 ①対象者

 当該品が納入された(予定された)医療機関の医薬関係者
 (医師、薬剤師等)

 ②医療機関ヘの説明内容
 ・「接種上の注意」等の適正使用情報の提供・説明。
 ・当該新医薬品が市販直後調査の対象であり、その期間中で
 あるとと。
 ・因果関係が否定できない重篤な副反応等が発生した場合
 には速やかに報告されたいこと。

 ③医療機関ヘの説明時期
 1)納入前
 ・納入予定の医療機関には、医薬情報担当者は原則として納
 入前に訪問し、説明及び協力依頼を行う。

 2)納入後
 !訪問時期:初回納入時を起点として、2力月目までは概ね 2
 週間に 1 回、その後は概ね'1力月・に 1回訪問し、説明及び
 協力依頼を行う。
 ・納入後に納入を知った場合は、初回納入時から'2週間以内
 を目安に医薬情報担当者力ゞ訪問し、説明及び協力依頼を
 行う。

 ④医療機関ヘの説明に用いる資料名
 ・添付文書
 ・医療用医薬品製品情報概要
 ・新医薬品の「使用上の注意」の解説
 ・説明及び協力依頼に使用する依頼文書



 ②第2期接種における臨床研究

 <研究目的>

 乾燥細胞日本脳炎ワクチン「エンセバック@皮下注用」の第 2 期接種における有効性

 および安全性の検討

 <事業計画>

 【厚生労働科学研究】

 新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業

 【研究課題名】

 ワクチン戦略による麻疹および先天性風疹症候群の排除、およびワクチンで予防可能

 疾患の疫学並びにワクチンの有用性に関する基礎的臨床研究(岡部到D

 【研究分担者】

 岡田賢司(国立病院機構福岡病院統括診療部長)

 【研究方法(案)】

 研究対象:第2期接種対象者四歳以上13歳未満相当の者)

 免疫原性:中和抗体価の推移

 安全性:有害事象、副反応

 研究期間:平成23年4月・1日~平成24年3月 31日

 平成23年2月 21 日
一般財団法人化学及血清療法研究所

 第.1期接種キ

 エンセバック⑧皮下注用

 (治験完了者)

 エンセバック@皮下注用

 (市販品)

 ヤウス脳由来製剤

 (市販品)

 *第1期接種を完了した者

 エンセバック@皮下注用

 (市販品)

細胞培養由来他剤

 W台験完了.者)
 エンセバック@皮下注用

 (市販品)

 6/、フ

 第2期接種

 (今回の臨床研究)



 4.供給計画(見込み)

 0平成23年度:、240万本

 ・~7月.まで; 90万本

 ・8月~3月まで: 150 万本

 0平成24年度.: 300 万本

 ・4月~7月まで: 150万本

 ・8月~3月まで: 150万本

 平成23年2 月 21日
一般財団法人化学及血清療法研究所

 0平成25年度以降も同様の量の供給が可能

以上

 フ/フ



 『芳会鈍dlas
 区導d如三鰯即ミ量讃孤認

 7般財団法人化学及血清療法研究所

 アステラス製薬株式会社

 細胞培養日本脳炎ワクチン「エンセバック@皮下注用」の発売時期にういて

 ヤ般財団法人化学及血清療法研究所(本所:熊本県、理事長:船津昭信、・以下「化
 血研」),とアステラス製棄株式会社(本社:東京都、社長':野木森雅郁、以下「アス
 テラス製薬D はL化血研が製造する日本脳炎予防を目的とした乾燥細胞培養日本脳炎
 ワクチンく販売名:「エンセバック@皮下注用」、以下「本剤」)にっいて、2011 年4月
 11日に発売を開始.する予定.で現在準備を進めておりますので、お知らせいたします

 なお、本剤は、・現在化・血研が製造しイアステラス製薬が販売しているその他の「ワ、

 クチン」、「血粲分画製剤」と.同様にL アステラス製薬は全国で本剤の販売・販促活動
 を行い、九州エリアに,ついては、両社で共同販促活動を行うことになります。

 化血研ならびにアステラス製薬は、今後ともワクチン等の製品価値最大化を図るど
 ともに、感染症の予防ならびに公衆衛生の普及向上に一層の貢献をしていきたいと考
 えています。

参考資料

 ̂化血研
 2011年2月25日

 【当件に関するお問合せ先】
一般財団法人化学及血清療法研究所
 アステラス製薬株式会社

企画課
広報部

ノ

 (096)-344-13舗
 (03)・32443201

以 上
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 【参'考】

 .「エンセバツク⑪皮下注用」にっいて
 本剤は、日本脳炎ウィルス(北京株)を Ver0細胞(アフりカミドリザ)レ腎細胞由来

 の株化細胞)で増殖させ、.得られたウィルスをホルマリンで不活化後、しょ糖密度勾配

 遠心及びクロマトグラフィーで精製し、安定剤を加え充填した後、凍結乾燥したもので
 ある。

販

般

名
名

 エンセバツク@皮下注用 (ENCEVAC)

効牝

 生物学的製剤基準乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

 用法・用量

 本剤1.バイアルを添付の溶剤(日本薬局方注射用水).07mしで溶解したと

 き、0.5mLあたりに有効成分である不活化日本脳炎ウィルス(北京株)を

 たん白質含量として4μg、力価として参照品と同等以上含有する。
効果  本剤は、日本脳炎の予防に使用する。

 本剤を添付の溶剤旧本薬局方注射用・フk)07mLで溶解する。

 ◎初回免疫:通常、'0.5mLずつを2回、1~4週間の間礪で皮下に注射す

 る。ただし、3歳来満の者には、・025mLずつを同様の用法

 で注射する。

 ◎追加免疫.通常、初回免疫後おぉむね1年を経過した時期に、0.5mLを

 1回皮下に注射する。.ただし、 3歳未満の者にはイ 0.25mL

 を同様の用法で注射する。

貯

有効期間

 規制区'分

ノ

製造販売元

販

 遮光して、.10゜C以下に保存

承

 製造日から2年

 発売予.定日

 生物由来製品、.劇薬、処方せん医薬品

 ※本剤は現在国家検定が実施されており、'その合格通知を以うて包装・出荷が可能とな
 るため、発売日は確定したものでは無いことを予めお断り致します。

 亜「日本脳炎」について

 蚊(コガタアカイエカ)が媒介する日本脳炎ウィルスの感染によっておこる中枢神経系(脳

 や脊髄等)の症状が現れる疾患で、日本を含め東南アジア・南アジアにかけて広く分布す

 る感染症。ウィルスに感染した伯0~1000人中に1人の割合'(世界で年間3~4万人)で

 発症するといわれており、いったん脳炎症状を起こすと致死率が約 20~40%と非常に高

、

 <、回復しても多くの方に後遺症が残る。特に小児や高齢者で死亡りスクが高いとされて
 いる。

一般財団法人化学及血清療法研究所

日

 アステラス製薬株式会社

 2 0 1 1 年 1 月・1 7 日

 2 0 11 年4月 11 日来

 成分,含量

売
 Ξ
口

.

売



、

社団法人日本医師会

感染症危機管理対策室長

 「日本脳炎に係る定期の予防接種者数の把握1こついて'(依頼)」・の一部改正にっいて

殿

 予防接種行政に関しましては、日頃より御理解、御協力いただき厚く御礼申しあげます。
 さて、日本脳炎に係,る定期の予防接種者数については、.「日,本脳炎に係る定期の予防接種

 者数の把握について(依頼)」'(平成・21年6月 2日.付け健感発第06020 02号厚生労
 働省健康局結核感染症課長通知。以下・「通知」という。)により把握しておりましたが、新
 たに乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(商品名':エンセバツク@皮下注用)が承認されたこ
 とに伴い、当該通知.に.つし.、て新旧対照表拐11紙)のとおり一部を改正し、別添(写)のと
 おり各都道府県衛生主管部(局)長あて通知いたしましたので、お知らせいたします。
 つきましては、予防接種実施医療機関から市町村ヘの接種者数の報告が円滑に実施され

 るよう御協力をお願いするとともに、貴会所属医療機関に対して周知方よ.ろしくお願いい
 たします。

 健感発0301第4号

 平成・2 3 年 3 月 1 日

 僕篭声ミ子デ当 浜ミ、.駈_1品ln 厚生労働省健康局紺秒感加症課'遁麺産製1
 い一t l u_.L I -.、:ゞニ_

 炉一、、
 1見
゛
り
、
、

 、
i1



、

 各都道府県衛生主管部・'(局)長

 、工生4ず皿粂、'"'

 '・'.J.・"⑧
 「日本脳炎に係る定期の予防接種者数の把握について.(依頼)」の7部改正につし、、て

 白太脳炎に係る定期の.予防接種者数の把握にういてば丁日本1畄.炎に係る定期の予防接種
 者数の把握にういで'(依束頁)'」'.(平成21、年6月2日付け健感発第0.60.20.0'1号厚生労
 働省健康局結核感染症課長通知。,',以下 r通矢ル1・'としXう。)_によ'り依頼・しナどと.ごろであるが'、
 新た.に乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン.・(商品名..'エユセバ,ヅク佃皮下注用),カ{承認ざれた
 ごとに伴いイ当該通知1こついて宗斤旧対照表・(別紙)の、とおり「部改正する'ごととしたので,、

 ,..冒

 貴管下市町村(保脚1を設置ホる市及び特別区を含む0)及ぴ関係機関等に対し指導及び周
 知方お願いする。

 な.おイ本件はついてはL'別添写.、じの.とお・り,L、'社団法人日本医師会感染症危機管理対策室
 長あて協力依頼をしているので申,し添える・。

 殿.

、

"

 健感発030・1第3号
 平'成2 3.,年 3 月 1.日

 '、....'、.."ニ."'肩{P闘1軌遍
 '・・'..'・....÷.゜'_、心_、"・.・'1酢倭倫、1直・、

キ

 .゛,



偶嚇勵

1~3

 「日本脳炎に係る定期の予防接種者数の把握にっいて.(」部改正)  」新旧対照表

 偶1俳氏様式 1)

 (略)

N0

報告期問

 改'正.後

 日本g畄炎定期〒防キ妾手重者数幸艮告書(医療機関用)

医療機関名

 ワクチン手里類

平成

 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
 (ジ=ービッウV)、

年 月 日

 定期゛妾羊里時期

 乾燥細胞培養日本1尚炎ワクチン
 (エンセノくツク皮勺=}主用)

 1期

^

初回

平成

 ※1 予防キ妾手重実施規貝リ引寸貝1」4条「こ基づくチ妾手里者(平成22年3月31日までtこ1期;妾手里の機会を逃しナニ者r二
 遅れて接ネ里する場合)については、9歳以上13歳朱満の者であっても、1期の梱に記載すること。

 ※2 様式のカロエι*行わなし、こと。

 1回目

 ,妾羊颪者数
 (延ペ人数)

 2回目

1~3

年

 (略)

 偶1排氏様式D

 追カロ

 2期

 1期

初回

 合言ナ人数
 (延ベ人数)

 1回目

日

 2回自

 追カロ

、

 2期

N0

 現 1テ

 日本脳炎定期予防接種者数報告書(医療機関用)

報告期間

医療機関名

平成

 ワクチン種類、

,

年

 乾燥細胞培養日本脳炎ワウチン

月 日

 ※1 予防接種実施規則附貝リ4条に基づく接種者(平成22年3月31日までに1期接種の機会を
 逃した者に遅れて接種する場合)にっいては、9歳以上13歳未満の者であっても、1期の棚
 に記載すること。

 ※2 様式の加工は行わないこと。

定期接種時期

、

i

 1期

初回

平成

 1.回目

接種者数
 (延ベ人數)

年

 2回目

」

追加

月

 2期

合計人数
 (延ベ人数)

日

 月、

 』
Ξ



 偶嚇氏様式2)

N0

 日本脳炎定期予防接種者数報告書(市区町村用)

報告期間

市区町村名

平成

 ワクチン種類

年

 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
 (ジェービックV)

月 日

定期接種時期

 医療機関數:

^

 1期

 乾燥細胞培養日本脳炎ウクチン
 (エンセバック皮下注用)

初回

平成

 1回目

接種者数
 (延ベ人数)

年

 2回目

 偶嚇氏様式2)

 ※1 予防接種実施規則附則4条に基づく接種者(平成22年3月31日までに1期接種の機会を逃した者に
 遅れて接種する場合)については、9歳以上13歳未満の者であっても、1期の欄に記載する二と。

 ※2 様式の加工は行わないこと。

追加

月

 2期

合計人数
 (延ベ人数)

 1期

日

初回

 1回目

N0

日本脳炎定期予防接種者数報告害姉区町村刷

 2回目

報告期間

追加

市区町村名

 2期

平成

 ワクチン種類

年 月

 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

日

医療機関掘

定期接種時期

ノ

^ 平成

 ※1'予防接種実施規則附則4条に基づく1新重者(平成22年3月31日までに1期接種の機会を
 逃した者に遅れて接種する場合)にっいては、9歳以上13歳未満の者であっても、1期の欄
 に記載すること。"'

 ※2 様式の加工は行わないこと。

 1期

初回

'

接種者数
 (延ベ人剃

年

 1回目

月

 2回昌

合計人数
 (延ベ人鋤

追加

日

 2期



 偶1俳氏様式 3)

NO :

 凹本脳炎定期予防接種者数級告書(都道県用)

報告期間

 都道府県名:

 ワクチン種類

平成

 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
 (ジェービックV)

年

 '市区町村数:

月 日

定期接種時期

^

 1期

 乾燥細胞培養白本脳炎ウクチン
 (:亡ンセバック皮下注用)'

 医療機関数:

初回

 平成、

 1回目

接種者数
 (延ペ人数)

年

 2回自

 ※1 予防接種実施生見則附則4条に基づく接種者(平成22年3月3、日までに1期接種の機会を逃した者
 に遅れて接手重する場合)1こついては、9歳以土13歳未満の者であっても、オ期の欄に記駐すること'

 ※2 様式の加工は行わないこと。・

追加

 偶嚇氏様式3)

 2期

月

合計人数
 (延ベ人数)

 1期

初回

国

 1回目

NO:

 2回自

.

 日本脳炎定期予防接種者数粗告書(都道県刷

追加

 2期

報告期間

」

都道府県名

、

 .、

平成

 、.

 ワクチン種類

^^.

年

市区町村染

月

 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

日

定期接種時期

^

医療機関釦

゛

 ※1 予防接種実施規1帽蝦114条に基づG挺重者(平成22年3月31日まで1こ1期接種の機会を
 '逃した者に遅れて接種する場合)にっいては、9歳以上13歳未満の者であっても、1期の欄
 に記載すること。"

 ※2 様式の加工は行わないこと。

平成

 1期

初回

接種者数
 (延ベ人剃

 1回目

年 月

 2回目

追加

合計人数
 艇ベ大捌

白

 2期



 偶味丘様式わ

N0

 日本脳炎定期予防接種者数報告書(医療機関用)

報告期間

医療機関名

平成

 ワクチン種類

年

 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチ
 _ノ

 (ジェービックV)
月 日

定期接種時期

改正後様式

平成

 1期

初回

 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチ
 ゙ ノ

 (エンセバック皮下注用)

 1回目

接種者数
 (延ベ人数)

年

 2回目

月

 追力Ⅱ

合計人数
 (延ベ人数)

 2期

 ※1 予防接種実施規則附則4条に基づく接種者(平成22年3'月31日までに1期接種の機会を逃
 した者に遅れて接種する場合)1こついては、9歳以上13歳未満の者であっても、1期の欄に記載す
 ること。

 ※2 様式の加工は行わないこと。

日

 1期

初回

 1回目

 2回目

追加

 2期

、



 偶1孫氏様式2)

N0

J

 日本脳炎定期予防接種者数.報告書(市区町村用)

報告期間

市区町村名

平成

 ワクチン種類

年

 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチ
ン

 (ジェービックV)
月 日

医療機関数

定期接種時期

平成

 1期

初回

 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチ
 _ノ

 (エンセバック皮下注用)

 1回目

接種者数
 (延ベ人数)

年

 2回目

、

月

追加

合計人数
 (延ベ人数)

 2期

 ※1 予防接種実施規則附則4条に基づく接種者(平成22年3月31白までに1期接種の機会を逃
 した者に遅れて接種する場合)については、9歳以上13歳未満の者であっても、1期の欄に記載す
 ること。

 ※2 様式の加工は行わないこと。

日

 1期

初回

 1回目

 2回目

 追カロ

 2期



 拐リ糸丘様式3)

NO:

 日本脳炎定期予防接種者数報告書幡"道県用)

報告期間

都道府県名

平成

 ワクチン種類

年

 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチ
 _ノ

 (ジェービックV)

区町村数

月 日

定期接種時期

^

医療機関数

平成

 1期

初回

 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチ
ノ

 (エンセバック皮下注用)

 1回目

接種者数
 (延ベ人数)

年

 2回目

月

追加

合計人数
 (延ベ人数)

 2期

 ※1 予防接種実施規則附則4条に基づく接種者(平成22年3月31日までに1期接種の機会を逃
 した者に遅れて接種する場合)1こついては、9歳以上13歳未満の者であっても、1期の欄に記載す
 ること。

 ※2 様式の加工は行わないこと。

日

 1期

初回

 1回目

、
 2回目

追加

 2期


